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第２章 本計画の前提となる事項 

１．町の概要 

（１）町の位置・人口等 

■沿革・位置 

現在の益城町は、町村合併促進法に基づき、昭和 29

（1954）年 4月に 5町村（木山町、広安村、飯野村、福

田村、津森村）が合併し誕生した。熊本県の中央北寄り

に位置し、西は熊本市、南西は嘉島町、南は御船町、東

は阿蘇郡西原村、北は菊池郡菊陽町に隣接する。（図参照） 

近年は、熊本市のベッドタウンとしての機能性から人

口増加が続き、純農村地域から、次第に住宅都市として

の性格をもつようになった。熊本の空の玄関口である「阿

蘇くまもと空港」、陸の玄関口である「九州自動車道益

城・熊本空港インターチェンジなどの交通拠点を有し、

その地理的な優位性を生かし、様々な企業進出や流通拠点が形成されつつある。 

 

■地形・面積 

益城町の東部から南部にかけては、九州山地系に属する城山をはじめ、朝来山、船野山、飯

田山の四峯が連なっている。北部一帯は、約 2,000ha にも及ぶ益城台地と称される畑地がひら

け、中央平坦部は、水田約 1,000ha が整然と整備され、穀倉熊本平野の一環を形成するととも

に、都市近郊型の住宅地帯が広がっている。町域を流れる主な川は木山川、赤井川、秋津川、

金山川などで、河川はすべて緑川流域加勢川水系に属し有明海へ注いでいる。 

町の総面積は 6,568haで、長さ東西約 11km、南北約 13km、周囲約 48kmとなっている。 

 

■人口動向 

近年、益城町の人口、世帯数、人口密度はすべて微増傾向で推移していたが、平成 27年を境

に、平成 28年は、世帯数以外は減少した。また、男性よりも女性が多い傾向にある。（表参照） 

 

■人口構成 

益城町の年齢別（３区分）人口構成は、生産年齢人口（15 歳～64 歳）の割合が約 55.6％と

最も大きく、熊本県（56.5％）と同程度の割合である。また、年少人口の割合は熊本県（13.5％）

や熊本市（13.9%）よりも大きく、老齢人口の割合は熊本県（30.0％）よりも小さくなっている。

（表参照）

図 益城町位置図 
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表 人口・世帯数等 

 
年 世帯数 

人 口 人口密度 
（1km2あたり） 

1世帯 
人員  総 数 男 性 女 性 

※ 昭和 50年 5,195 21,046 9,905 11,141 320.4 4.10 

※ 昭和 55年 6,184 24,175 11,435 12,740 368.4 3.80 

※ 昭和 60年 7,254 26,773 12,749 14,024 407.9 3.70 

※ 平成  2年 8,002 28,493 13,587 14,906 433.9 3.60 

※ 平成  7年 9,210 30,758 14,636 16,122 468.4 3.40 

 平成 10年 9,689 31,713 15,119 16,594 483.1 3.30 

 平成 11年 9,917 32,103 15,298 16,805 488.9 3.20 

※ 平成 12年 9,973 32,160 15,263 16,897 489.7 3.20 

 平成 13年 10,139 32,259 15,333 16,926 491.2 3.20 

 平成 14年 10,299 32,389 15,367 17,022 493.2 3.10 

 平成 15年 10,477 32,600 15,453 17,147 496.4 3.10 

 平成 16年 10,965 32,757 15,510 17,247 498.8 3.00 

※ 平成 17年 10,549 32,782 15,565 17,217 499.2 3.10 

 平成 18年 10,715 32,823 15,605 17,218 499.8 3.10 

 平成 19年 10,895 32,852 15,611 17,241 500.3 3.00 

 平成 20年 11,124 32,964 15,694 17,270 501.9 2.96 

 平成 21年 11,277 33,070 15,703 17,367 503.5 2.93 

※ 平成 22年 10,935 32,676 15,531 17,145 498.0 2.99 

 平成 23年 11,146 32,874 15,621 17,262 500.5 2.95 

 平成 24年 11,309 32,987 15,685 17,302 502.3 2.91 

 平成 25年 11,490 33,099 15,784 17,315 504.0 2.88 

 平成 26年 11,706 33,386 15,954 17,432 508.4 2.85 

※ 平成 27年 11,438 33,632 16,061 17,571 512.1 2.94 

 平成 28年 12,945 33,001 15,866 17,135 502.5 2.55 

 平成 29年 11,151 32,296 15,437 16,859 491.7 2.90 
資料：※印は、国勢調査。それ以外は、10 月 1 日現在の人口による。ただし、平成

28年の数値は、平成 29年 3月 31日現在の値による。 

出典：益城町ホームページ（平成 26、27、29年データのみ熊本県ホームページ） 

 

 

表 年齢区分別人口（平成 29年 10月 1日現在） 

区分  総 数 構成比 男 性 女 性 
熊本県の
構成比 

熊本市の
構成比 

年少人口 0～14歳 5,092 15.8％ 2,599 2,493 13.5％ 13.9％ 

生産年齢人口 15～64 歳 17,946 55.6％ 8,792 9,154 56.5％ 60.8％ 

老齢人口 65歳以上 9,258 28.7％ 4,046 5,212 30.0％ 25.3％ 
注：平成 29年 3月 31日現在。但し、熊本県、熊本市の構成比は平成 29年 10月 1日現在の

値による。 

出典：熊本県ホームページ 
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（２）町の被害状況 

■建物被害 

●被害状況 

・益城町では、住家全壊棟数 2,756棟で、県全体での全壊数の約３割を占める。 

・町内の被害内訳のうち全壊が、罹災証明交付件数、被害棟数ともに、25%を超え２番目に多

い。 

 

表 熊本県全体に占める益城町の住家被害状況             単位：棟 

 
熊本県全体 

 
うち益城町 県全体に占める比率 

全壊 8,276 2,756 33.3％ 

半壊 30,930 2,983 9.6％ 

一部損壊 133,818 4,457 3.3％ 
※ 熊本県全体の数字については、罹災証明申請件数で集計している市町村も含めた数字のため、住

家棟数とは異なる（複数の世帯が入居する住家が重複して集計されている）可能性がある。 

※ 益城町の数字については、罹災証明交付件数を棟数に補正した数字 

出典：熊本県災害警戒本部 平成 28年 10月 25日 

 

表 益城町の住家被害状況（棟数ベース）        単位：（上段）棟、（下段）％ 

町内の 
住家総数 

被害判定別内訳 
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 

10,354 2,758 767 2,223 4,450 

 26.6 7.4 21.5 43.0 

※ 罹災証明交付件数を棟数に補正した数字 

出典：益城町資料 平成 28年 10月 31日 

 

表 益城町の住家被害状況（罹災証明書交付件数ベース） 単位：（上段）件、（下段）％ 

罹災証明書 
交付総数 

罹災区分別内訳 
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 

11,265 3,424 968 2,538 4,335 

100.0 30.4 8.6 22.5 38.5 

※ 罹災証明交付件数ベースでの集計のため、（２）の数字（棟数）とは異なる 

出典：第６８回益城町災害対策本部会議 平成 28年 10月 26日 

 

●被災分布 

○家屋被災状況の分布 

・木山川・秋津川沿いの台地や山裾に形成された住宅地において、全壊被害が多く生じてい

る。 

・特に、町役場周辺や嘉島ジャンクション北側周辺で全壊による被害が大きく、一方、町北

西端部は比較的被害が小さい。 

○地形・地質との関係 

・秋津川沿いの低地の段丘部分での住家被害が大きい。 
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○市街地の変遷年代との関係 

・1929年当時からの古い市街地での全壊が多く住家被害が大きい。 

・1978年当時からの市街地はエリアによりばらつきが見られ、市街化された地形・地質によ

るものと考えられる。 

・1989年以降の市街地での全壊は少ないものの、半壊以上の住家被害も見られ、新耐震建築

物での被害も出ている。 

○道路幅員との関係 

・幅員 4ｍ未満の道路が入り組んだ、古い年代の市街地を中心に全壊が多い。 

・避難路確保が難しくなることや、今後の建替え再建時の接道条件への影響も考えられる。 

○公園緑地等分布との関係 

・市街地内に公園緑地は２つ存在するのみで、レクリエーション施設を含めても、特に全壊

の多い県道南側の近くになく、震災時の一時的な避難先の不足が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 益城町家屋被災状況 

 

（３）町の課題 

・袋路が多いなど、災害時に避難路となる道路の確保が必要。 

・道路は、消防車などの緊急車両が走行できる幅員を確保することが必要。 

・災害時に避難地となる公園の確保が必要。
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２．地域防災計画の状況 

（１）主要防災関連施設（避難路・避難地など）の定義 

・主要防災関連施設などについては、法、基準などにより名称、定義などが一元となっていない。 

・そのため、今回、法、基準などを基にし、下記のとおり、各避難施設などを定義する。 

今回名称 今回定義 各法・基準などにおける名称 定  義 根拠となる法、基準など 

地域防災拠点 
同右 
・面積要件なし 

地域防災拠点 

・大震火災等の災害が発生した場合において、救援救護活動の前線基地、復旧のための資機
材や生活物資の中継基地となる拠点。 

・面積概ね 10ha以上、都市基幹公園等 

・防災公園ガイドライン 

広域避難場所 

（２次避難地） 

・発災時に、主に町内に居住する方々が避難する場 
・二次災害の危険性を回避する場 
・総合公園 
・面積 10ha程度 
・避難圏２km 

広域避難地 

・地震災害時において主として一の市町村の区域内に居住する者の広域的な避難の用に供す
る公共空地であって、次のいずれかに該当するものであること。 
(1)面積が 10ha以上のもの 
(2)面積が 10ha 未満の公共空地で、当該公共空地に隣接し、又は近接してこれと一体的に
避難地としての機能を有する公共施設で、当該公共空地に隣接し、又は近接してこれと
一体的に避難地としての機能を有する公共施設その他の施設の用に供する土地の区域と
の合計面積が 10ha以上となるもの 

(3)土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有す
ると認められるもの（(1)又は(2)に該当するものを除く。） 

・都市基幹公園、広域公園等 
・避難圏２km 

・大臣基準改正 
 
 
 
 
・防災公園ガイドライン 
・内閣府資料 

広域避難場所 ・避難活動などに利用できる建物が整備されている広域避難地。 ・防災公園ガイドライン 

指定避難場所 

（１次避難地） 

・発災時に、主に近隣住民が避難する場 
・二次災害の危険性を回避する場 
・地区公園、公共空地、運動施設 
・面積１ha以上 
・避難圏 500ｍ 

一次避難地 

・地震災害時において主として近隣の住民が避難する公共空地であって、面積１ha 以上のも
のであること（広域避難地に該当するものを除く。）。 

・近隣公園、地区公園等 
・避難圏 500ｍ 

・大臣基準改正 
・内閣府資料 
・内閣府資料 

一次避難場所 ・避難活動などに利用できる建物が整備されている一次避難地。 ・防災公園ガイドライン 

一時
いっとき

避難場所 

（緊急避難地） 

・発災直後に、緊急に避難する身近な場 
・街区公園 
・避難圏 250ｍ 

一時避難地 ・発災後、余震等を避け、情報収集や近所の安否確認等のために、仮に避難する場。 ・防災公園ガイドライン 

緊急避難の場 

・発災直後に、緊急に避難する場。地震災害時においては建築物・家屋の崩壊、落下物等の
種々の危険や余震、津波等、水害時においては氾濫流等から逃れるため、緊急避難する身
近な都市公園等。 

・防災公園ガイドライン 

身近な防災活動の拠点 
・大震災等の災害発生時における主に身近な防災活動の拠点 
・面積 500ｍ2以上（人口集中地区について 300ｍ2以上）、街区公園等 

・防災公園ガイドライン 

指定緊急避難場所 

同右 
※広域避難場所、一次避難場所及び一時避難場所から、
町が指定したものとする。 

指定緊急避難場所 

・災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所とし
て、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所
を町が指定する。 

・災害対策法第 49条の４ 

指定避難所 

同右 
※広域避難場所、一次避難場所及び一時避難場所から、
町が指定したものとする。 

指定避難所 

・災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、
または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設
であり、町が指定する。 

・災害対策法第 49条の４ 

福祉避難所 

・高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病者等、一般的な
避難所では生活に支障を来たす人たちのために、何ら
かの特別な配慮がされた避難所。 

福祉避難場所 

・高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病者等、一般的な避難所では生活に支障を来たす人た
ちのために、何らかの特別な配慮がされた避難所。一般的には、２次避難所として位置付
けられる 

・災害対策基本法施行令第 20
条の６第５号 

主要避難路 

（２次避難ルート） 

・広域避難場所への経路となる道路 
・幅員 12ｍ以上 

避難路 

・広域避難地又はこれに準ずる安全な場所へ通ずる道路又は緑道 
・幅員 15ｍ以上の道路または幅員が 10ｍ以上の緑道 
・沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上
必要な機能を有すると認められる道路または緑道（上記を除く） 

・大臣基準改正 

補助避難路 

（１次避難ルート）  

・主要避難路に接続し、一時避難場所から指定避難場所
や広域避難場所への経路となる道路 

・幅員６ｍ以上 

緊急避難路 
・自宅から一時避難場所への経路となる道路 
・幅員６ｍ以上 

 

消防活動用道路 
・消防自動車が通行可能な幅員６ｍ以上の道路 
・道路沿いに消防水利を備える 

消防活動用道路 ・消防自動車が通行可能な幅員６ｍ以上の道路 
・内閣府資料 

※「避難地」と「避難（場）所」の違い 
「避難地」が避難する土地を意味し、「避難(場)所」は避難する場所を言うが、通常、「避難(場)所」は建物を意味する場合が多い。（「防災公園の計画・設計に関するガイドライン（案）」（国土交通省、平成 27年９月改訂版）より） 

※防災公園ガイドライン：「防災公園の計画・設計に関するガイドライン（案）」（国土交通省、平成 27 年９月改訂版）、大臣基準改正：「避難地・避難路の大臣基準改正【国土交通省告示第７６７号】」、内閣府資料：「地震防災施設の整備状況に関す
る調査 中間報告」（内閣府(防災担当)、平成 14年７月） 
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（２）地域防災計画の概要および今後の見通し 

１）地域防災計画の概要 

・「益城町地域防災計画 平成 29年度」（益城町防災会議）において、指定避難場所は、避難

対象地区および避難段階別に計 16箇所が指定されている。 

・福祉避難場所は、計 15箇所が指定されている。 

・指定緊急避難場所は、地震、洪水、土砂災害時別に、公民館、学校、都市公園など計 38箇

所が指定されている。 

 

表 益城町の指定避難所 

避難対象

地区名 

避難準備情報発令時 

（避難準備・高齢者等避難開始） 

避難勧告発令時 

（避難勧告） 

災害発生時 

（避難指示（緊急）の発令時等） 

避難所名 
収容 
人員 

避難所名 
収容 
人員 

避難所名 
収容 
人員 

飯野 公民館飯野分館 200 

公民館飯野分館 200 
公民館飯野分館 200 

飯野小学校 

体育館 
500 

飯野小学校 
体育館 

500 
第２保育所 100 

広安 
広安小学校 
体育館 

1,000 

広安小学校 
体育館 

1,000 

広安小学校 

体育館 
1,000 

広安西小学校 

体育館 
1,000 

広安西小学校 

体育館 
1,000 

益城第２幼稚園 100 

第１保育所 100 

（小峯）     広安愛児園 200 

木山 
益城町中央小学校

体育館 
1,000 

益城町中央小学校

体育館 
1,000 

益城町中央小学校

体育館 
1,000 

益城幼稚園 100 

第４保育所 100 

福田 
公民館福田分館 

(旧福田林業ｾﾝﾀｰ) 
200 

公民館福田分館 

(旧福田林業ｾﾝﾀｰ) 
200 

公民館福田分館 
(旧福田林業ｾﾝﾀｰ) 

200 

木山中学校 

体育館 
1,000 

津森 公民館津森分館 200 
公民館津森分館 200 

公民館津森分館 200 

津森小学校 
体育館 

500 

津森小学校 
体育館 

500 第３保育所 100 
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表 福祉避難所一覧 

施設名 地区 施設の名称 対象者 

田原ふれあいの家 熊本北区 特養老人 
在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 

ノットホーム 熊本中央区 特養老人 
在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 

特別養護老人ホーム 

シルバーピアさくら樹 
熊本市東区 特養老人 

在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 

暁荘 熊本市東区 特養老人 
在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 

盲養老人ホーム 

熊本めぐみの園 
熊本市東区 特養老人 

在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 

くまもと江津湖 

療育医療センター 
熊本市東区 特養老人 

在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 

ケアハウスわらべ苑 熊本市東区 特養老人 
在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 

高齢者向け住宅おいけ 益城町（飯野） 特養老人 
在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 

平成唯仁館 益城町（木山） 特養老人 
在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 

ほっとふぁみりい 益城町（木山） 特養老人 
在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 

特別養護老人ホーム 

ひろやす荘 
益城町（広安） 特養老人 

在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 

特別養護老人ホーム 

花へんろ 
益城町（広安） 特養老人 

在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 

小規模多機能あんず 益城町（広安） 特養老人 
在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 

障害者支援施設 

熊東園 
益城町（広安） 障害者支援 

在宅の知的障がい者等のうち、一
般的な避難所では生活に支障をき
たす者。 

特別養護老人ホーム 

いこいの里 
益城町（福田） 特養老人 

在宅の身体障がい者、要介護者等
のうち、一般的な避難所では生活
に支障ときたす者。 
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表 益城町指定緊急避難場所一覧 

指定 
番号 

公園名 所在地 校区 ｈａ 地震 洪水 
土砂 
災害 

兼指定 
避難所 

1 益城町公民館飯野分館 益城町砥川 1735-1 飯野 公 ○ ○ － ○ 

2 飯野小学校 益城町砥川 910 飯野 公 ○ ○ ○ ○ 

3 益城町第二保育所 益城町砥川 125-1 飯野 公 ○ － ○ ○ 

4 益城町浄化センター 益城町馬水 1194-2 飯・広 公 ○ － ○ 
 

5 広安西小学校 益城町福富 1001 広安 公 ○ ○ ○ ○ 

6 広安小学校 益城町馬水 35  広安 公 ○ ○ ○ ○ 

7 広崎公園 益城町広崎 907-1 広安 0.08 ○ △ △ 
 

8 馬水公園 益城町馬水 468-3 広安 0.11 ○ △ － 
 

9 安永第二団地公園 益城町安永 479ー17 広安 0.05 ○ － △ 
 

10 広崎府内公園・熊野宮神社 益城町広崎 1308-34  広安 0.10 ○ △ △ 
 

11 ウインズ広安山下公園 益城町広崎 1689ー79 広安 0.06 ○ △ △ 
 

12 ましき野第 2公園 益城町安永 1177-193 広安 0.10 ○ △ △ 
 

13 ましき野第 4公園 益城町安永 1823ー16 広安 0.08 ○ △ △ 
 

14 ましき野第 5公園 益城町安永 454ー1 広安 0.08 ○ △ △ 
 

15 広崎西原公園 益城町広崎 814ー1 広安 0.20 ○ △ △ 
 

16 友愛団地公園 益城町古閑 51-77 広安 0.06 ○ △ △ 
 

17 広安愛児園 益城町古閑 73 広安  ○ ○ ○ ○ 

18 馬水オリーブタウン公園 益城町馬水 57ー74 広安 0.10 ○ △ △ 
 

19 西脇子ども公園 益城町広崎 1060-1、4 広安 0.13 ○ △ △ 
 

20 益城中学校 益城町惣領 900 広安 公 ○ － ○ 
 

21 益城町第一保育所 益城町福富 651 広安 公 ○ － ○ 
 

22 益城町立第二幼稚園 益城町惣領 1471 広安 公 ○ ○ ○ 
 

23 馬水集会所 益城町馬水 831-1 広安 公 ○ － － 
 

24 益城町立益城幼稚園 益城町木山 589 木山 公 ○ ○ ○ ○ 

25 益城町辻の城公園 益城町辻の城 148 木山 0.31 ○ △ △ 
 

26 秋津川河川公園 益城町寺迫～馬水 木山 4.28 ○ － － 
 

27 益城町文化会館 益城町木山 381-1 木山 公 ○ ○ ○ 
 

28 益城中央小学校 益城町寺迫 1142 木山 公 ○ ○ ○ 
 

29 木山中学校 益城町寺迫 1090  木山 公 ○ ○ ○ 
 

30 益城町第四保育所 益城町木山 567-1 木山 公 ○ ○ ○ 
 

31 益城西原消防署訓練場（屋外） 益城町寺迫 202-1 木山 公 ○ △ △  

32 益城町交流情報センター 益城町福原 236 木・福 公 ○ ○ ○ 
 

33 益城町公民館福田分館 益城町福原 1974 福田 公 ○ － ○ ○ 

34 天神免第一公園 益城町福原 419-14 福田 0.05 ○ － △ 
 

35 平田集会所 益城町平田 1236 福田 公 ○ ○ ○ 
 

36 益城町公民館津森分館 益城町上陳 363-1 津森 公 ○ － ○ ○ 

37 津森小学校 益城町上陳 369 津森 公 ○ 
校舎 
のみ ○ ○ 

38 益城町立第三保育所 益城町上陳 361 津森 公 ○ － ○ ○ 

  指定箇所数     
 

38 27 34 
 

※表の見方 

○：指定緊急避難場所として指定 

△：屋根はないが指定緊急避難場所として指定 

－：非指定 

※地震については全て指定緊急避難場所として指定しているため、屋根あり 
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２）今後の見通し 

・復興まちづくり計画の策定および改定時には、同計画との整合を精査する。 

・各地区のまちづくり協議会から、新たな避難路や避難地などの提案が提出された場合、そ

の内容を精査する。 

・上記を踏まえ、必要に応じて、見直し・改定を行う。 

・また、防災、減災に関する新たな知見や、社会状況などの変化が発生した場合、必要に応

じて、改定を行う。 
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３．施設整備についての考え方 

（１）生活道路整備の方向性 

１）基本的な考え方 

・現況において生活道路の移動距離が長く、歩行者等の安全性が阻害されていることから、

歩行者等の安全性を確保した生活道路を整備する。 

・災害時においては、被災者が安全・安心かつ円滑に避難先に到達できる道路配置とすると

ともに、消防活動が可能となる幅員を確保する。 

・生活道路は、都市計画（地区計画等）で位置づけた場合、建物移転補償の対象とする。 

 

２）生活道路ネットワーク 

・幹線道路ネットワークで囲まれた街区内において、主要生活道路及び生活道路となりうる

既設道路を拡幅・改修して、街区内の生活道路ネットワークを構築する。 

・災害時の避難ルートとしては、 

各街区 →生活道路 →主要生活道路 →補助幹線道路 →幹線道路 →避難先 

となるように設定し、被災者が安全・安心かつ円滑に避難先に到達できるような道路整備

を行う。 
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３）整備計画 

■配置計画 

・幹線道路ネットワークで囲まれた街区内では、生活利便性及び防災性を向上するべく主要

生活道路及び生活道路を計画的に配置することになる。しかし、既成市街地（県道北側・

南側地区）においては、すでに道路が存在する事から適正配置に近いネットワークになる

ように、既存道路を位置付けることにより拡幅・線形見直し等の整備を行う事で、実現性

の高い生活道路ネットワークを構築する。 

 

【東京都の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■整備計画 

・500ｍ×500ｍの街区を基本とし、街区内に 250ｍの離隔で幹線道路及び補助幹線につなが

る主要生活道路（幅員 6～7ｍ）を配置する。 

・生活道路（区画道路）は、4ｍ未満のものについては、住民の協力のもと、拡幅整備を推進

する。 

 

●主要生活道路・補助生活道路（防災性の改善） 

・主要生活道路及び補助生活道路は、幹線道路に囲まれた地区内の日常的な交通を処理する

道路で、災害時における避難路、消防活動や救命活動を行う緊急車両等が通行できる道路

とする。 

・道路の配置としては、原則として約 250ｍ間隔で配置する。益城町の市街地は、県道熊本

高森線に沿って東西に長い市街地を形成していることから、県道へのアクセス性を重視し

た南北方向へ、重点的に配置するものとする。 

・道路の幅員は、原則として消防自動車が通行可能な幅員 6.0ｍ以上とする。歩行者の安全

性を考慮し、主要生活道路は片側歩道（幅員 2ｍ）を設ける幅員 8ｍ、補助生活道路は歩車

共存道で両側に路側帯（グリーンベルト幅員 1ｍ×2）を設け、幅員 6ｍの道路とする。 
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●生活道路（狭隘道路・袋路の解消） 

・生活道路は、日常生活で基本となる道路で、宅地へのアクセス機能をもつ道路であり、そ

の幅員は、建築基準法上 4ｍ以上が条件となっている。 

・益城町では、4ｍ未満の狭隘道路が市街化区域のほぼ全域に存在し、防災面や生活環境面、

建替えが困難になるなどの課題を抱えている。 

・4ｍ未満の狭隘道路は、建築基準法 42 条 2 項道路の指定等によって、建築敷地を道路中心

から 2ｍ後退させることが義務付けられている。居住者の協力のもと、その後退を促進さ

せるための助成制度を創設し、狭隘道路の拡幅整備を推進する。 

・袋路状の道路や未指定の道路（私道や共有道路など）については、不良な街区や道路がそ

のまま復旧される危険性があり、災害時の避難や建替え不能等の問題が大きい箇所につい

て、町道や 2 項道路等を基本として、狭隘道路の拡幅と併せ袋路を解消する道路整備や町

への移管手続きについて手法の検討を行う。 
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（２）公園・緑地整備の方向性 

１）益城町全体の概況 

【概況】 

・都市公園法における都市公園の住民１人当たりの敷地面積について、本町の全域では、7.76

ｍ2/人（平成 28 年３月 31 日現在の人口 34,229 人）であり、標準の 10.0 ㎡/人※１を下回

っている。市街化区域では、0.70ｍ2/人（市街化区域人口 26,904 人と想定※２）となって

おり、標準の 5.0㎡/人※１を大きく下回っている。 

・公園面積は、「都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き」（熊本県、平成 28

年９月）（以下、「県開発手引き」と記す。）による必要公園面積 300ｍ2/箇所以下のものが

多くなっている。 

・面積 300ｍ2以下の街区公園を除いた市街化区域及び周辺の公園配置状況は下図のとおりで

あり、適切な面積の都市公園の配置が不足しているエリアがみられる。 

・公園種別では、以下のとおりの整備状況となっている。 

【住区基幹公園】 

・街区公園の整備が進んでおり、平成 27年度末時点で 64箇所（6.35ha）が整備されている。

１箇所辺りの平均面積は 63,500ｍ2×64 箇所＝約 1,000ｍ2/人となるが、市街化区域内で

は 100～200ｍ2 以下の公園も多くみられる。地区公園は１箇所（4.28ha）が市街化調整区

域内に整備されている。近隣公園は０箇所となっている。 

【都市基幹公園】 

・総合公園の「益城町総合運動公園」（9.8ha）が市街化調整区域内に整備されている。 

【その他】 

・都市緑地の「臨空公園」（1.06ha）、「テクノ中央緑地」（5.00ha）の計２箇所が整備されて

いる。 

・熊本地震時に益城町役場には多数の町民が避難してくるなど、町民にとっては益城町役場

が防災時の拠りどころとなっている。 

 
 
※１）都市公園法施行令では、都市公園の住民１人当たりの敷地面積の標準は、市町村区域面積に対して 10.0

㎡/人以上、市街化区域面積に対して 5.0㎡/人以上と定めている。 

２）益城町資料による平成 27年度の市街化区域人口と市街化調整区域人口の割合（78.6％、21.4％）を用い

て想定。 

  

参考  
表 都市公園の整備状況 

 市全域 市街化区域 市街化調整区域 

箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha） 

都

市

公

園 

住区基幹 

公園 

街区公園 64 6.35 39 1.81 25 4.54 

近隣公園 0 0 0 0 0 0 

地区公園 1 4.28 0 0 1 4.28 

都市基幹 

公園 

総合公園 1 9.87 0 0 1 9.87 

運動公園 0 0 0 0 0 0 

広域公園 0 0 0 0 0 0 

都市緑地 2 6.06 0 0 2 6.06 

都市公園 合計 68 26.56 39 1.81 29 24.75 
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表 都市公園の整備状況（地区別等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況 ㎡/人 計画 ㎡/人 人口
① 公園 広崎内無田公園 172 4,500 01 広崎１町内

公園 広崎内無田第二公園 155 1,080 01 広崎１町内
公園 広崎大友公園 121 -93 01 広崎１町内
公園 広崎大友第二公園 93 541 541 0.53 541 6,028 5.91 01 広崎１町内 1,020 1,020

② 公園 広崎公園 838 2,490 02 広崎２町内
公園 広崎六本木公園 140 978 930 02 広崎２町内 1,270
公園 広崎西原公園 2,045 500 03 広崎３町内
公園 広崎西久保公園 191 2,236 1,060 03 広崎３町内 1,433
公園 広崎花立公園 170 -150 04 広崎４町内
公園 広崎西脇公園 150 -170 04 広崎４町内
公園 広崎宮の前第二公園 95 -140 04 広崎４町内
公園 西脇第二公園 141 -104 04 広崎４町内
公園 西脇こども公園 1,397 1,953 04 広崎４町内 1,480
公園 広崎宮の前公園 135 05 広崎５町内
公園 広崎府内第三公園 104 05 広崎５町内
公園 広崎府内第二公園 223 05 広崎５町内
公園 府内第四公園 121 05 広崎５町内
公園 広崎府内公園 257 840 6,007 1.16 6,007 10,423 2.01 05 広崎５町内 1,015 5,198

③ 公園 友愛団地公園 613 1,730 06 小峯
公園 古閑大峯公園 99 590 06 小峯
公園 宮園辻公園 283 995 995 0.64 995 3,315 2.15 06 小峯 1,545 1,545

④ 公園 福富影入道公園 195 195 2,800 08 福富1/2 731
2,000

公園 なし 0 0 195 0.13 195 4,995 3.24 09 惣領1町内 813 1,544
⑤ 公園 惣領竹之下公園 32 1,660 10 惣領２町内

公園 惣領竹之下団地公園 237 269 -325 10 惣領２町内 1,213
公園 馬水上野添公園 369 1,700 14 馬水南
公園 馬水下野添公園 305 14 馬水南
公園 惣領竹之下公園 294 14 馬水南
公園 馬水上野添第二公園 148 1,116 1,385 0.64 1,385 4,420 2.03 14 馬水南 962 2,175

⑥ 公園 古閑豊之内公園 151 151 1,980 07 古閑 1,273
公園 福富妙見公園 178 3,520 08 福富2/2
公園 福富野屋敷公園* 129 307 690 08 福富2/2 731
公園 惣領西大道第2公園 113 12 惣領４町内
公園 惣領西大道公園 155 268 726 0.26 726 6,916 2.52 12 惣領４町内 740 2,744

⑦ 公園 惣領立道公園 152 152 4,290 11 惣領３町内 1,003
1,500

970
公園 馬水居屋敷公園 304 304 456 0.19 456 7,216 3.01 13 馬水北 1,395 2,398

⑧ 公園 安永第二団地公園 496 3,750 15 安永１町内
公園 安永古川公園 151 647 -4,673 15 安永１町内 665
公園 益城中央公園 4,673 16 安永２町内
公園 安永古川第二公園 144 4,817 5,464 4.16 5,464 4,541 3.46 16 安永２町内 648 1,313

⑨ 公園 馬水公園 1,083 1,083 2,300 17 安永３町内 1,697
公園 安永火迫公園 425 779 18 安永４町内
公園 宮園辻公園 283 708 1,791 0.78 1,791 4,870 2.12 18 安永４町内 595 2,292

⑩ 公園 なし 0 0 3,600 20 上町 149
公園 なし 0 0 21 下町 281
公園 なし 0 0 22　蛭子町 244
公園 なし 0 0 23　市ノ後 344
公園 なし 0 0 0 0.00 0 3,600 2.02 24　宮園 765 1,783

⑪ 公園 木山城趾公園 9,362 9,362 9,362 18.00 9,362 9,362 18.00 19 寺迫 520 520
⑫ 公園 公園１ 1,637 3,550 25 辻団地

公園 公園２ 710 2,347 1,660 25 辻団地 1,434
公園 公園３ 391 391 2,738 1.13 2,738 7,948 3.29 26 市ノ後団地 982 2,416

⑬ 公園 公園４ 760 6,930 27 辻の城団地
公園 益城町辻の城公園 3,097 3,857 3,857 2.70 3,857 10,787 7.55 27 辻の城団地 1,428 1,428

計 33,517 33,517 33,517 1.27 84,421 3.20 26,376 26,376
㎡ ㎡/人 ㎡ ㎡/人 人
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図 現況の公園配置 
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【課題】 

・震災以前から都市公園が不足しているエリアへ、歩いていける範囲に配慮した適正な公園

配置が必要。 

・日常の憩いの場などとなり、災害時には住民の避難場所となるよう、既存街区公園の面積

拡大が必要。 

・公園種別ごとで整備に偏りがあり、特に、住区基幹公園の近隣公園、地区公園の整備が必

要。 

・既存の公共施設ストックとの連携による、既存・新規公園の機能向上を高める必要がある。 

 

２）基本的な考え方 

・都市公園の機能については、安全・安心の確保を最優先する。 

・市街地においては、歩ける範囲への公園配置を行うなど「量」の増加を目指す。 

・既存公園を含む公共施設ストックと新規公園の機能分担を図り、効果的な整備を目指す。 

・既存の都市公園の機能向上を図り、「質」の向上を目指す。 

・都市公園は、日常の憩いの場やコミュニティ醸成の場として、災害時には住民の避難地と

して活用することから、誘致圏、避難圏、避難路に配慮し、道路ネットワークと連携した

配置とし、既存の都市公園を活用するとともに、震災以前から都市公園が不足しているエ

リアには、新たに公園を整備する。 

・益城町役場周辺には、熊本地震時に被災者が益城町役場に避難したことを踏まえ、災害時

の避難地機能を併せ持つオープンスペースを確保する。 

・公園やオープンスペースは、日常の憩いの場となるよう、また、災害時の延焼防止機能に

配慮した緑化を行う。 

・既存及び新設公園は、「緑の政策大綱」（建設省決定、平成６年７月）を踏まえ、緑化に努

める。 

 

参考 

緑の政策大綱（抜粋） 

２．緑の創出と活用 

（１）公共公益施設等の緑の創出と活用 

①都市公園等の整備と管理 

また、都市公園の整備に当たっては、緑豊かで自然に親しみやすい環境確保のため、

公園の種別ごとに原則としてそれぞれ以下の緑化面積率[樹木、草花、芝等により緑化

された土地の面積（樹木が独立して植栽されている等緑化面積を測定したい場合には、

おおむね枝葉の水平投影面積）の敷地面積に対する割合をいう]の確保を図る。 

住区基幹公園及び都市基幹公園 50パーセント以上 

（ただし、街区公園及び運動公園にあっては 30パーセント以上） 

緩衝緑地及び緑道 70パーセント以上 

都市緑地 80パーセント以上 

墓園 60パーセント以上 
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３）緑のネットワーク 

・既存の街区公園を活かしつつ、不足エリアに街区公園を新設し、それらを既存道路（国道

443号線、県道熊本益城大津線、県道益城菊陽線（新道））や拡幅を実施する道路の植栽帯

により連携させ、緑のネットワークを強化する。 

 

４）整備計画 

①住区基幹公園 

【配置】 

・既存街区公園のうち小面積のものについては、「量」（面積）増加のため、隣接地の用地買

収などによる面積拡張を検討する。 

・新規の街区公園は、現況で公園が不足しているエリアについて、「量」（箇所数）増加のた

め、土地取得の可能性などを考慮し、下図に示す箇所を候補として、適切な配置を検討す

る。 

・街区公園について、現況面積が「県開発手引き」による必要公園面積（300ｍ2）以上の公

園は、広崎１町内、福富、惣領１、３、４町内、馬水北、辻団地、市ノ後団地には配置さ

れていない。そのため、既存公園の有効活用を図りつつ、街区公園を新設する。 

・近隣公園、地区公園については、必要な機能などを整理し、今後、新規整備を検討する。 

 

【規模】 

・街区公園について、隣接地など周辺の状況から面積の拡張が可能なものは、面積の拡張を、

今後、検討する。 

・新設する街区公園は、避難地としての機能を踏まえ、主要・補助避難路に隣接して配置す

る。（避難圏は半径 250ｍとして設定） 

・一人当たり公園面積は、現況で 1.27ｍ2/人となっているが、計画的に配置することにより、

将来的には 5.00ｍ2/人（都市公園法施行令の基準値）を目指すものとする。 

 

【緑化】 

・街区公園については、緑地の面積（水平投影面積）30％以上の緑化を推進する。 

 

②緑地（オープンスペース） 

・益城町役場と連携したオープンスペースは、避難地の機能を踏まえた面積を確保すること

を検討する。 

 

 

 

 



 

23 

 

（３）防災・減災の方向性 

１）基本的な考え方 

前述で定義した避難地・避難路について、既存の施設との関係を整理し、不足分について、

今回、新たに整備することとする。 

避難地・避難路の定義と既存の施設などの比較は、以下に示すとおりである。 

 

表 主要防災施設と各施設の関係 

主要防災施設 定 義 各施設との関係 

地域防災拠点 

・大震火災等の災害が発生した場合に
おいて、救援救護活動の前線基地、
復旧のための資機材や生活物資の
中継基地となる拠点。 

・面積要件なし 

・益城町役場及びそれと連携したオー
プンスペース（新規） 

・益城町保健福祉センター（既設） 

広域避難場所 

・発災時に、主に町内に居住する方々
が避難する場 

・二次災害の危険性を回避する場 
・総合公園 
・面積 10ha 程度 
・避難園２km 

・益城町総合運動公園（総合公園：約
9.9ha）（既設） 

指定避難場所 

（１次避難地） 

・発災時に、主に近隣住民が避難する
場 

・二次災害の危険性を回避する場 
・地区公園、公共空地、運動施設 
・面積１ha以上 
・避難圏 500ｍ 

・各校区内グラウンド（益城町民グラ
ウンド(約 2.9ha)、広安町民第１グ
ラウンド(約 1.5ha)など）※1、2 

・各小中学校校庭（グラウンド）※2 
・秋津川河川公園（地区公園：約 4.3ha）

（既設） 

一時
いっとき

避難場所 

（緊急避難地） 

・発災直後に、緊急に避難する身近な
場 

・街区公園 
・避難圏 250ｍ 

・既存街区公園（既設） 
・新設街区公園（新規） 

指定緊急避難場所 

※広域避難場所、一次避難場所及び一
時避難場所から、町が指定したもの
とする。 

・広域避難地・場所、一次避難地・場
所及び一時避難地から、町が指定し
たもの。 

指定避難所 

※広域避難場所、一次避難場所及び一
時避難場所から、町が指定した屋内
施設とする。 

・広域避難地・場所、一次避難地・場
所及び一時避難地から、町が指定し
た屋内施設 

福祉避難所 

・高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、
病者等、一般的な避難所では生活に
支障を来たす人たちのために、何ら
かの特別な配慮がされた避難所 

・町が指定した、田原ふれあいの家な
ど 15 箇所 

主要避難路 

（２次避難ルート） 

・広域避難場所への経路となる道路 
・幅員 12ｍ以上 

・主要幹線道路（国道、県道の一部） 
・都市幹線道路 

補助避難路 

（１次避難ルート） 

・主要避難路に接続し、一時避難地か
ら指定避難場所や広域避難場所へ
の経路となる道路 

・幅員６ｍ以上 

・補助幹線道路 
・生活道路 

緊急避難路 
・自宅から一時避難地への経路となる

道路 
・幅員６ｍ以上 

・生活道路 

消防活動用道路 
・消防自動車が通行可能な幅員６ｍ以

上の道路 
・道路沿いに消防水利を備える 

・主要幹線道路（国道、県道） 
・都市幹線道路 
・補助幹線道路 
・生活道路 

※1：現在、仮設住宅が配置されているグラウンドもある。 
※2：緊急時には、災害の程度および場所により、ヘリコプター発着地となる校庭、グラウンドもある。
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２）整備計画 

①避難路 

■整備方針 

・災害時は、複数の避難路の確保が重要であるため、主な避難路として主要避難路を、それ

を補完する避難路を補助避難路として、交通骨格ネットワークを活用し、複数の避難路を

確保する。 

 

参考（一般的な考え方） 

・阪神・淡路大震災では、建物等の倒壊に伴う道路閉塞により、幅員４ｍ未満の道路
では約 73％が、幅員４～６ｍの道路では約 63％が、６～８ｍの道路では約 33％が
歩行者も通行不可となった。 

・ここから、地区単位での道路や通路では、複数の避難路の確保が重要であると考え
られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※車 通 行 可 ：車道(車道、歩道の区別がない場合も含む)上に倒壊建築物があるが通行可能なもの 
※歩道まで倒壊：歩道上に倒壊建築物があるが、それが車道までは及んでいないもの 
 

参考図 阪神・淡路大震災における道路幅員と道路閉塞の関係 

 

●主要避難路 

・災害時に、歩行者、自転車、自動車が円滑に避難可能な幅員 12.0ｍ以上を有する道路を、

主要避難道路とする。 

 

参考（一般的な考え方） 

・道路幅員は、「避難地・避難路の大臣基準改正【国土交通省告示第 767号】」（以下、
「基準改正」と記す）の避難路の幅員は 15.0ｍ以上となっているが、同「基準改正」
に記載がある「沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震
災害時における避難上必要な機能を有すると認められる道路」となるものと考え、
幅員 12.0ｍ以上の幹線道路を主要避難路に位置づける。 

 

避難地・避難路の大臣基準改正（抜粋） 
二 避難路 

広域避難地又はこれに準ずる安全な場所へ通ずる道路又は緑道であって、次のいずれ
かに該当するものであること。 
イ 幅員が 15ｍ以上の道路又は幅員が 10ｍ以上の緑道 
ロ 沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における
避難上必要な機能を有すると認められる道路又は緑道（イに該当するものを除く。） 
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●歩道部（自転車・歩行者道部） 

・自転車・歩行者（一般）・歩行者（高齢者等）と異なる避難者の通行を考慮する。 

・日常の歩行者の安全性を確保する。 

 

 

参考（一般的な考え方） 

・幅員 2.0ｍを確保した場合、歩行者、車イス、自転車のすれ違いが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

参考図 道路利用者の基本的な寸法 

 

●車道部 

・緊急時には、災害による救助活動等における緊急車両や、避難者が乗り捨てした車両が路

側に停車する中でも、車両のすり違いが可能な幅員を確保する。 

 

●補助避難路 

・主要道路を補完する道路として、上記の幅員に満たない、幅員６ｍ以上の生活道路を、補

助避難路とする。 

・道路の幅員は、原則として消防自動車が通行可能な 6ｍ以上とする。 

 

■整備計画 

●主要避難路（２次避難ルート） 

・一時避難場所や指定避難場所から広域避難場所へ移動する経路を主要避難路（２次避難ル

ート）として、離隔距離 500～1,000ｍ程度で配置する。移動手段は主に自動車等とする。

また、緊急輸送路として物資輸送や救助活動の移動手段としても活用することから、幅員

12ｍ以上の道路として整備する。 

 

●補助避難路（１次避難ルート） 

・主要避難路に接続し、一時避難地から指定避難場所や広域避難場所への経路となる経路を

補助避難路（１次避難ルート）として、離隔距離 125～250ｍ程度で配置する。移動手段は

徒歩及び自動車とし、幅員 6ｍ以上で整備する。 

 

●緊急避難路 

・発災直後に自宅から一時避難場所へ移動する経路を補助避難路として設定する。移動手段

は主に徒歩として 5分程度で一時避難地へ到達できるように配置する。 

・被災前から地域に残る狭あい道路（4ｍ未満の２項道路など）や行止り道路について、幅員
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4ｍまでの拡幅※や行止まりの解消などの整備を行う。 

※4ｍ未満の道路は建築基準法第 42条 2項道路の指定によって、道路中心線からの 2ｍ後退が義務
付けられている。 

 

●消防活動用道路 

・消防自動車が通行可能な幅員６ｍ以上の道路において、道路沿いに消防水利を整備するこ

とにより、消防活動用道路としても利用する。 

 

②避難地 

・災害時には、発災直後、緊急的に避難する身近な公共空地として、地震時の建築物崩壊、

落下物、余震、津波等の危険や、水害時の氾濫流等の危険から逃れるため、都市公園を住

民の避難地として活用する。 

・益城町役場と一体的に、災害時の避難地機能を併せ持つオープンスペースを確保する。 

 

 

参考（一般的な考え方） 

●一時避難地としての公園（街区公園）利用の検討 

・避難圏 

緊急の際、日常使い慣れている街区公園に避難することとし、その避難圏は誘致圏と同様

の 250ｍとする。 

誘致面積＝250ｍ×250ｍ×3.14＝196,250ｍ2＝19.625ha≒20ha 

・避難人口 

平成 37年度のおける益城町の市街化区域内人口密度は 62.9人/haとされていることから、 

避難人口＝62.9人/ha×20ha＝1,258人 

・利用可能面積 

「平成 26年度都市公園利用実態調査結果」の街区公園における利用可能面積より、以下の

とおりとする。 

利用可能面積＝86.9％ 

・必要避難面積 

必要避難面積は、1人当たり１ｍ2とし、1,258人×１ｍ2/人＝1,258ｍ2とする。 

1,258人÷0.869＝1,447.64ｍ2≒1,500ｍ2 

 

●益城町役場と連携したオープンスペースの検討 

・災害時に、職員（正規+非正規）、来庁者及び周辺からの避難者が、避難することを想定 

→職員（正規）約 300 人、職員（非正規）約 300人、通常時来庁者約 300人、熊本地震時

に役場に避難してきた方約 200人 計約 1,100人（町資料より） 

・必要避難面積：２ｍ2/人、利用可能面積率：74.4％（「平成 26 年度都市公園利用実態調査

結果」の総合公園、広域公園の平均値より）から、必要面積は以下のとおりとする。 

1,100人×２ｍ2/人÷0.744＝2,956.989≒3,000ｍ2 
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４．復興計画に基づく復興事業の状況 

（１）益城中央被災市街地復興土地区画整理事業 

（２）幹線道路 

１）都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線） 

２）都市計画道路木山宮園線（県道益城菊陽線（旧道）） 

３）都市計画道路横町線 

４）都市計画道路南北線 

５）都市計画道路第二南北線 

６）都市計画道路益城東西線 

７）都市計画道路惣領木山線（町道グランメッセ木山線、県道益城菊陽線（新道）） 

（３）生活道路 

（４）公園・緑地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの概要と現在の状況の概要を記載 


